
  様式 ２ 

回   答  

 

団体名 （ 障害者・家族・関係者の要求大集会実行委員会【障連協】 ） 

 

（要望項目） 

４ 府立支援学校の現在の「過大･過密」「教室不足」を解消し、今後さらに増

加する児童生徒に対する教育条件を整え、豊かな障害児教育を保障するため

に、支援学校建設や施設設備の改善、教職員の増員など、必要な予算の確保

をすすめてください。 

① 府内各地域に、小・中・高等部のある知的障害支援学校を、保護者・関

係者の意見を十分に取り入れ、緊急に設置してください。 

② 特別支援学校設置基準における校舎面積基準、学級編成基準の不適合の

解消、教室不足の解消をできる限り早期に行うことを定めた新校整備計画

をただちに策定してください。 

③ 知的障害支援学校の適正規模 150～200人（1992年度学教審答申）

を踏まえ、各学校の施設に見合った在籍者数となるよう、知的障害支援学

校の増設をすすめてください。とりわけ、在籍者数が 300人を超える学校

については、早急に解消してください。  

④ 文部科学省教室不足調査(2023年)において、「授業の実施に支障が生じ

ており、今後整備する必要がある教室」にあげた 370教室を解消するため、

支援学校建設を基本にすえて必要な対応を行ってください。 

 

（回答） 

 

○ 知的障がいのある児童生徒の増加等への対応については、令和２年 10月

に、「知的障がいのある児童生徒等の教育環境に関する基本方針」を策定し、

公表しました。 

 

○ 同基本方針に基づき、令和６年４月に出来島支援学校を開校いたしました。

加えて、生野支援学校の大阪わかば高校敷地内への移転併設整備を進めてい

るところです。 

 

○ また、令和３年９月に制定された「特別支援学校設置基準」における校舎

面積基準、学級編制基準の不適合等の解消をめざし、大阪市北東部・豊能地

域における新校整備に加え、今年度から新たに、北河内地域において、交野

支援学校四條畷校の本校化に向けた整備を進めているところであり、その他

の地域についても、引き続き、知的障がい支援学校の教育環境の改善に向け

た、所要の検討を進めてまいります。 

（回答部局室課名） 

教育庁 教育振興室 支援教育課 

 

※要望項目欄に項目番号と内容を記入願います。 



様式 ２ 

回   答  

 

団体名 （ 障害者・家族・関係者の要求大集会実行委員会【障連協】 ） 

 

（要望項目） 

４ 府立支援学校の現在の「過大･過密」「教室不足」を解消し、今後さらに増

加する児童生徒に対する教育条件を整え、豊かな障害児教育を保障するため

に、支援学校建設や施設設備の改善、教職員の増員など、必要な予算の確保

をすすめてください。 

⑤ 府立支援学校の通学区域割については、保護者・関係者の意見を十分に

取り入れ、福祉圏域、生活圏域（放課後等デイサービスの利用を含む）を

守ってすすめてください。また、増加する児童生徒数に対して、通学区域

割りの安易な変更等の対応をおこなうのではなく、父母・教職員、関係者

との合意を前提とした計画的な教育条件整備を実施してください。 

 

（回答） 

 

○ 府立支援学校の通学区域割については施設規模や通学バス乗車時間などを

考慮しながら、市町村を越えて広域に設定しています。 

 

○ 変更にあたっては、令和２年度に策定した「知的障がいのある児童生徒等

の教育環境に関する基本方針」に基づき、教育環境への影響等を踏まえ、慎

重に判断してまいります。 

 

（回答部局室課名） 

教育庁 教育振興室 支援教育課 

 

※要望項目欄に項目番号と内容を記入願います。 



様式 ２ 

回   答  

 

団体名 （ 障害者・家族・関係者の要求大集会実行委員会【障連協】 ） 

 

（要望項目） 

４ 府立支援学校の現在の「過大･過密」「教室不足」を解消し、今後さらに増

加する児童生徒に対する教育条件を整え、豊かな障害児教育を保障するため

に、支援学校建設や施設設備の改善、教職員の増員など、必要な予算の確保

をすすめてください。 

⑥ 児童生徒の将来推計については、市別・学校別・学部別のデータなど詳

細な情報を公開してください。 

 

（回答） 

 

○ 知的障がいのある児童生徒の増加等への対応については、令和２年 10月

に、「知的障がいのある児童生徒等の教育環境に関する基本方針」を策定し、

公表しました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（回答部局室課名） 

教育庁 教育振興室 支援教育課 

 

※要望項目欄に項目番号と内容を記入願います。 

 



様式 ２ 

回   答  

 

団体名 （ 障害者・家族・関係者の要求大集会実行委員会【障連協】 ） 

 

（要望項目） 

４ 府立支援学校の現在の「過大･過密」「教室不足」を解消し、今後さらに増

加する児童生徒に対する教育条件を整え、豊かな障害児教育を保障するため

に、支援学校建設や施設設備の改善、教職員の増員など、必要な予算の確保

をすすめてください。 

⑦ 学校施設の耐震化や校舎の老朽化対策のための大規模改修、児童生徒数

の増加に合わせた教室の確保など、府立支援学校の教育条件整備を行って

ください。 

   

（回答） 

○ 府立学校施設の耐震化については、平成 28 年度ですべての学校の耐震化

を完了いたしました。 

 

○ 府立学校の老朽化対策については、令和２年３月に策定した「府立学校施

設長寿命化整備方針」に基づき、令和３年３月に事業実施計画を策定したと

ころです。令和３年度以降、この実施計画に基づき、屋上防水や屋根・外壁、

給水設備等の改修に順次着手しているとともに、緊急性の高い改修について

は、速やかに対応しています。 

 

○ 知的障がいのある児童生徒の増加等への対応については、令和２年 10月

に、「知的障がいのある児童生徒等の教育環境に関する基本方針」を策定し、

公表しました。 

 

○ 同基本方針に基づき、令和 6年４月に出来島支援学校を開校いたしました。

加えて、生野支援学校の大阪わかば高校敷地内への移転併設整備を進めてい

るところです。 

 

○ また、令和３年９月に制定された「特別支援学校設置基準」における校舎

面積基準、学級編制基準の不適合等の解消をめざし、大阪市北東部・豊能地

域における新校整備に加え、今年度から新たに、北河内地域において、交野

支援学校四條畷校の本校化に向けた整備を進めているところであり、その他

の地域についても、引き続き、知的障がい支援学校の教育環境の改善に向け

た、所要の検討を進めてまいります。 

（回答部局室課名） 

教育庁 施設財務課（傍線部について回答） 

教育庁 教育振興室 支援教育課（波線部について回答） 

※要望項目欄に項目番号と内容を記入願います。 

様式 ２ 



回   答  

 

団体名 （ 障害者・家族・関係者の要求大集会実行委員会【障連協】 ） 

 

（要望項目） 

４ 府立支援学校の現在の「過大･過密」「教室不足」を解消し、今後さらに増

加する児童生徒に対する教育条件を整え、豊かな障害児教育を保障するため

に、支援学校建設や施設設備の改善、教職員の増員など、必要な予算の確保

をすすめてください。 

⑨ 交野支援学校四條畷校の本校化にあたっては、現場や保護者の意見を十

分に取り入れ、小学部棟や必要な特別教室等、施設設備の整備をしてくだ

さい。 

ア） 本校化の工事に際しては、在校生の安全を確保し、授業や学校生活に

支障が出ないようにしてください。 

イ） 小学用のトイレ、更衣室、自立活動室、図工室、音楽室、調理室、視

聴覚室、教材室、中庭、遊具、プレールームなど小学部に必要な施設設備

を備えた小学部棟を設置してください。 

ウ） スプリンクラー、エレベーターの設置はもちろんのこと、体育館、プ

ール（小学部用と中・高等部用エリア分け）、校舎、教室の改修、バスタ

ーミナルの新設など独立した知的支援学校として必要な施設設備を行っ

てください。 

エ） 枚方市・交野市地域に、もう１校知的支援学校を整備し、枚方市の一

部と交野市の高等部生徒が交野支援学校四條畷校ではなく、地元の知的支

援学校に通えるようにしてください。 

オ） 東大阪市に知的支援学校を整備し、東大阪市の一部の高等部生徒が交

野支援学校四條畷校ではなく、地元の知的支援学校に通えるようにしてく

ださい。 

 

（回答） 

 

○  交野支援学校四條畷校の整備については、令和２年 10 月に策定した「知

的障がいのある児童生徒等の教育環境に関する基本方針」に基づき検討を進

めているところです。また、令和３年９月に公布された「特別支援学校設置

基準」の適合状況等を踏まえ、豊能地域や大阪市北東部における新校整備の

取組みなどを進めているほか、その他の地域においても教育環境の改善に向

けた、所要の検討を進めているところです。 

 

（回答部局室課名） 

教育庁 教育振興室 支援教育課 

 

※要望項目欄に項目番号と内容を記入願います。 

様式 ２ 



回   答  

 

団体名 （ 障害者・家族・関係者の要求大集会実行委員会【障連協】 ） 

 

（要望項目） 

４ 府立支援学校の現在の「過大･過密」「教室不足」を解消し、今後さらに増

加する児童生徒に対する教育条件を整え、豊かな障害児教育を保障するため

に、支援学校建設や施設設備の改善、教職員の増員など、必要な予算の確保

をすすめてください。 

⑩ 豊能地域および大阪市北東部の新校を整備するにあたっては、現場や保

護者、地域住民の意見を十分に取り入れ、小学部棟の設置や必要な特別教

室等、施設設備の整備をしてください。 

 

（回答） 

 

○ 知的障がい支援学校の整備にあたっては、ユニバーサルデザインの確保が重

要であるとの認識のもと、令和２年度に策定した「知的障がいのある児童生

徒等の教育環境に関する基本方針」に基づき、よりよい教育環境の確保に取

り組んでまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（回答部局室課名） 

教育庁 教育振興室 支援教育課 

 

※要望項目欄に項目番号と内容を記入願います。 

様式 ２ 



回   答  

 

団体名 （ 障害者・家族・関係者の要求大集会実行委員会【障連協】 ） 

 

（要望項目） 

４ 府立支援学校の現在の「過大･過密」「教室不足」を解消し、今後さらに増

加する児童生徒に対する教育条件を整え、豊かな障害児教育を保障するため

に、支援学校建設や施設設備の改善、教職員の増員など、必要な予算の確保

をすすめてください。 

⑪ 教室不足が深刻な八尾支援学校について、その具体的な解消方策を早急

に講じてください。 

 

（回答） 

 

○ 八尾支援学校の教室不足への対応につきましては、特別教室を HR 教室に

するために引き戸を新たに設けました。また、プレハブ校舎の断熱工事を行

うなど教育環境の改善を図っております。 

 

○ 引き続き、教育環境の改善に向けた所要の検討を進めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（回答部局室課名） 

教育庁 教育振興室 支援教育課 

 

※要望項目欄に項目番号と内容を記入願います。 

様式 ２ 



回   答  

 

団体名 （ 障害者・家族・関係者の要求大集会実行委員会【障連協】 ） 

 

（要望項目） 

４ 府立支援学校の現在の「過大･過密」「教室不足」を解消し、今後さらに増

加する児童生徒に対する教育条件を整え、豊かな障害児教育を保障するため

に、支援学校建設や施設設備の改善、教職員の増員など、必要な予算の確保

をすすめてください。 

⑬ 「特別支援学校設置基準」を既存校にも適用し、基準を満たしていない

学校については、直ちに基準を満たすための改善措置を講じることができ

るよう、予算を措置してください。 

 

（回答） 

 

○ 現在、令和３年９月に公布された「特別支援学校設置基準」の適合状況等

を踏まえ、教育環境の改善に向けた、所要の取組みや検討を進めているとこ

ろです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（回答部局室課名） 

教育庁 教育振興室 支援教育課 

 

※要望項目欄に項目番号と内容を記入願います。 

様式 ２ 



回   答  

 

団体名 （ 障害者・家族・関係者の要求大集会実行委員会【障連協】 ） 

 

（要望項目） 

４ 府立支援学校の現在の「過大･過密」「教室不足」を解消し、今後さらに増

加する児童生徒に対する教育条件を整え、豊かな障害児教育を保障するため

に、支援学校建設や施設設備の改善、教職員の増員など、必要な予算の確保

をすすめてください。 

⑯ 各支援学校に、十分な量の児童・生徒用の更衣室を整備してください。 

 

（回答） 

 

○ 令和３年９月に公布された「特別支援学校設置基準」の適合状況等を踏ま

え、教育環境の改善に向けた、所要の取組みや検討を進めているところです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（回答部局室課名） 

教育庁 教育振興室 支援教育課 

 

※要望項目欄に項目番号と内容を記入願います。 

様式 ２ 



回   答  

 

団体名 （ 障害者・家族・関係者の要求大集会実行委員会【障連協】 ） 

 

（要望項目） 

４ 府立支援学校の現在の「過大･過密」「教室不足」を解消し、今後さらに増

加する児童生徒に対する教育条件を整え、豊かな障害児教育を保障するため

に、支援学校建設や施設設備の改善、教職員の増員など、必要な予算の確保

をすすめてください。 

 ⑰ 子どもの実態に合わせたトイレの改善・整備を行い、老朽箇所の改修を

計画的に行ってください。 

 

（回答） 

 

○ トイレの改修につきましては、学校ごとに児童・生徒の状況が異なること

から、その必要性などについて個別に学校長や関係課と協議のうえ、福祉整

備事業なども活用しながら整備を進めてまいりました。 

 

○ また、併せて、学校から提出される施設整備計画に基づき、適切に対応し

てまいります。 

 

○ なお、令和４年度及び令和５年度は、国交付金と府費を活用し、トイレの

洋式化に取り組みました。引き続き、令和６年度においても、府費を活用し

てトイレの洋式化を進めております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（回答部局室課名） 

教育庁 施設財務課 

 

※要望項目欄に項目番号と内容を記入願います。 

様式 ２ 



回   答  

 

団体名 （ 障害者・家族・関係者の要求大集会実行委員会【障連協】 ） 

 

（要望項目） 

４ 府立支援学校の現在の「過大･過密」「教室不足」を解消し、今後さらに増

加する児童生徒に対する教育条件を整え、豊かな障害児教育を保障するため

に、支援学校建設や施設設備の改善、教職員の増員など、必要な予算の確保

をすすめてください。 

㉑ 大阪わかば高校敷地内への生野支援学校の新築移転計画について、限ら

れた敷地に６階建て校舎、スクールバス 20 台、「超大規模校」となる 450

人を想定しています。大規模災害がおこったときなどの避難等を想定した

とき、安全・安心な学校という観点で重大な懸念があります。「超大規模校」

ではなく、適正規模の学校を各地域に整備してください。 

 

（回答） 

 

○ 令和３年９月に公布された「特別支援学校設置基準」の適合状況等を踏ま

え、教育環境の改善に向けた、所要の取組みや検討を進めているところです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（回答部局室課名） 

教育庁 教育振興室 支援教育課 

 

※要望項目欄に項目番号と内容を記入願います。 

様式 ２ 



回   答  

 

団体名 （ 障害者・家族・関係者の要求大集会実行委員会【障連協】 ） 

 

（要望項目） 

４ 府立支援学校の現在の「過大･過密」「教室不足」を解消し、今後さらに増

加する児童生徒に対する教育条件を整え、豊かな障害児教育を保障するため

に、支援学校建設や施設設備の改善、教職員の増員など、必要な予算の確保

をすすめてください。 

㉒ 今後の知的障害支援学校の増設においては、必ず小学部棟を新設してく

ださい。 

㉓ 府立支援学校の在籍者数増の対策として、学校教育審議会答申で示され

た「高校と支援学校の併設」の具体化ではなく、支援学校の抜本的な増設

をおこなってください。 

 

（回答） 

 

○ 知的障がい支援学校の整備にあたっては、ユニバーサルデザインの確保が

重要であるとの認識のもと、令和２年度に策定した「知的障がいのある児童

生徒等の教育環境に関する基本方針」に基づき、よりよい教育環境の確保に

取り組んでまいります。 

 

○ 「特別支援学校設置基準」における校舎面積基準、学級編制基準の不適合

等の解消をめざし、現在着手している３校の支援学校整備に加え、新たに、

北河内地域において、交野支援学校四條畷校の本校化に向けた基本計画の策

定を進めているほか、その他の地域においても、引き続き、所要の検討を進

めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（回答部局室課名） 

教育庁 教育振興室 支援教育課 

 

※要望項目欄に項目番号と内容を記入願います。 

様式 ２ 



回   答  

 

団体名 （ 障害者・家族・関係者の要求大集会実行委員会【障連協】 ） 

 

（要望項目） 

５ 安全･安心で適正な、通学時間･通学距離を保障してください。 

① スクールバスの民間委託化方針を撤回し、直営でのスクールバス運行を

行ってください。 

 

（回答） 

 

○ 通学バスの民間委託化について、昭和 53年度以降の増車分は、全車民間

委託で対応しており、直営バスと同等の成果をあげていることや、他府県に

おける実施状況からも十分対応できると判断し、平成８年度から、直営バス

乗務員の退職にあわせて順次委託化を進めることとしており、平成 12年度

から競争入札を実施しております。 

 

○ また、日頃から各学校において、乗務員やバス会社との情報共有をより密

にするとともに、必要な連絡事項は、各学校の管理職や支援教育課からバス

会社を通じて乗務員に伝達し、連携を図りながら、安全・安心な通学バス運

行に努めております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（回答部局室課名） 

教育庁 教育振興室 支援教育課 

 

※要望項目欄に項目番号と内容を記入願います。 

様式 ２ 



回   答  

 

団体名 （ 障害者・家族・関係者の要求大集会実行委員会【障連協】 ） 

 

（要望項目） 

５ 安全･安心で適正な、通学時間･通学距離を保障してください。 

② 適正規模の府立支援学校を各地域に建設するとともに、スクールバスの

増車等の対策を緊急に講じ、自宅から 40分以内で通学できるようにして

ください。なお、早急に 60分を超える乗車時間を解消してください。当

面暫定的な措置として、通学時間が 60分を超えるコースのバスにはトイ

レを設置してください。 

 

（回答） 

 

○ 知的障がいのある児童生徒の増加等への対応については、令和２年 10月

に、「知的障がいのある児童生徒等の教育環境に関する基本方針」を策定し、

公表しました。 

 

○ 同基本方針に基づき、生野支援学校の大阪わかば高校敷地内への移転併設

整備などの取組みのほか、知的障がい支援学校の教育環境の改善に向けた、

所要の検討を進めているところです。 

 

○ 通学バスの台数については、在籍者数増に伴う乗車人数増加等に対応する

ため、令和６年度は、８台増車しました。 

 

○ 今後とも、通学バスの増車や効率的なコース編成等により、長時間乗車に

よる幼児児童生徒の負担軽減に向け取り組んでまいります。なお、トイレ付

の車両の導入は予定しておりません。 

 

 

 

 

 

 

（回答部局室課名） 

教育庁 教育振興室 支援教育課 

 

※要望項目欄に項目番号と内容を記入願います。 

様式 ２ 



回   答  

 

団体名 （ 障害者・家族・関係者の要求大集会実行委員会【障連協】 ） 

 

（要望項目）                            

５ 安全･安心で適正な、通学時間･通学距離を保障してください。 

④ スクールバスを小型にして、自宅の近くから乗降できるように送迎ルー

トを改善してください。 

 

（回答） 

 

○ 通学バスの経路設定にあたっては、乗車時間を考慮したうえで、幹線運行

を原則とし、幼児児童生徒の在籍状況や保護者のご意見を参考にしながら、

毎年運行計画を見直しています。 

 

○ なお、通学バスの大きさについては更新時や増車時等に学校の要望を踏ま

え、対応しております。今後とも通学バスの円滑かつ安全な運行に努めてま

いります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（回答部局室課名） 

教育庁 教育振興室 支援教育課 

 

※要望項目欄に項目番号と内容を記入願います。 

様式 ２ 



回   答  

 

団体名 （ 障害者・家族・関係者の要求大集会実行委員会【障連協】 ） 

 

（要望項目） 

５ 安全･安心で適正な、通学時間･通学距離を保障してください。 

⑤ 小型スクールバスの添乗員は、乗車する子どもの実態に合わせ、必要な

コースは２名配置してください。 

 

（回答） 

 

○ 毎年、通学バスを運行している全府立支援学校に対して、通学バスに関す

るヒアリングを実施し、運行経路や乗車する幼児児童生徒の状態、次年度の

乗車人数の見込み等、各学校の状況を踏まえながら、通学バスの増車や車両

の大きさ、座席数等の仕様変更も含めた検討をしています。 

 

○ 通学バス乗務員については、大型バス、中型バスは運転手を含む３人で運

行し、小型バスは運転手を含む２人で運行しています。小型バスの乗務員を

増員することは、車内スペースや乗車定員の関係から困難です。 

 

○ 今後とも、各学校・支援教育課・バス会社が連携をし、安全安心な通学バ

ス運行に努めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（回答部局室課名） 

教育庁 教育振興室 支援教育課 

 

※要望項目欄に項目番号と内容を記入願います。 

様式 ２ 



回   答  

 

団体名 （ 障害者・家族・関係者の要求大集会実行委員会【障連協】 ） 

 

（要望項目） 

６ より豊かで安全な学校給食を、子どもたちに保障してください。 

① 府立支援学校における学校給食調理業務の民間委託化はやめてくださ

い。 

 

（回答） 

 

○ 府立支援学校における給食調理業務につきましては、在籍する児童生徒の

障がいの重度化・重複化に伴い、その内容も多様化している状況にあります。

これらに、より適切に対応するため、障がいの状況に応じた段階食（刻み食・

ペースト食など）や、多様なメニューの提供が行えるよう、調理時に集中的

な人員配置を行うなど柔軟な体制をとり、効果的・効率的な運営を行うこと

が必要であり、学校給食の充実を図るためにも、民間の活力を導入していき

たいと考えています。 

 

○ なお、府立支援学校の給食調理業務の民間委託化にあたっては、おいしさ

や安全面・安心面はもとより、委託業者に対して、衛生管理の徹底及び障が

い者理解のための研修を十分に行い、安全かつ効果的な運営が図られるよう

努めております。 

 

○ また、現在、民間委託が行われている支援学校においても、学校からの要

請に応じて適宜受託業者と話し合いの場をもつなど、学校給食の充実に努め

ているところです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（回答部局課名） 

教育庁 教育振興室 保健体育課 

教育庁 教育振興室 支援教育課 

 

※要望項目欄に項目番号と内容を記入願います。 

様式 ２ 

回   答  



 

団体名 （ 障害者・家族・関係者の要求大集会実行委員会【障連協】 ） 

 

（要望項目） 

６ より豊かで安全な学校給食を、子どもたちに保障してください。 

② 民間委託化された各府立支援学校の学校給食を自校直営方式に戻してく

ださい。当面、契約更新時に混乱が生じることのないよう、調理従事者資

格要件や経験年数の大幅な引下げをおこなった仕様書を元に戻してくださ

い。また、安全で充実した給食が実施できるよう人的対応などの具体的な

手立てを講じてください。 

 

（回答） 

 

○ 府立支援学校における給食調理業務につきましては、障がいの状況に応じ

た段階食や多様なメニューの提供が行えるよう調理時に集中的な人員配置を

行うことなど柔軟な体制による運営により学校給食の充実を図るため民間委

託を実施しております。 

 

○ 令和６年３月から調理業務委託を開始する入札において、これまでの受託

業務の履行状況など技術面を評価する総合評価一般競争入札を採用すること

としました。 

 

○ 現時点で資格要件などを令和元年８月業務開始の要件にもどすことは考え

ていませんが、技術面を評価する総合評価一般競争入札の導入により、より

安定的な学校給食の供給を行えるものと考えております。 

 

○ 調理業務委託にあたっては、契約業務の開始から給食開始までの間に準

備・確認すべき消耗品の準備や、衛生管理上必要となる施設・設備の確認、

必要書類の確認、各作業ごとの衛生管理のポイント等をチェックリストにし

たものを配布し、給食開始までのスケジュールに合わせてチェックするよう

指導しております。 

 

○ 今後も、すでに民間委託を行っている支援学校の学校長を通じ、ご意見を

お聞きしながら、必要な対応を行なってまいります。 

 

 

（回答部局課名） 

教育庁 教育振興室 保健体育課 

教育庁 教育振興室 支援教育課 

 

※要望項目欄に項目番号と内容を記入願います。 

様式 ２ 

回   答  



 

団体名 （ 障害者・家族・関係者の要求大集会実行委員会【障連協】 ） 

 

（要望項目） 

６ より豊かで安全な学校給食を、子どもたちに保障してください。 

③ 文部科学省「学校給食衛生管理の基準」にもとづいて、厨房の施設整備

を抜本的に整備してください。 

 

（回答） 

 

○ 府立支援学校の厨房の施設整備については、毎年実施している各学校への

巡回指導の際や、学校からの要望に基づき、衛生面での必要性などを考慮し、

緊急性の高いものから順次、改修等を実施しております。 

 

○ 学校給食の円滑な運営が行われるよう、関係課とも協議を行いながら、環

境整備に努めてまいりたいと考えております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（回答部局課名） 

 教育庁 教育振興室 保健体育課 

 

※要望項目欄に項目番号と内容を記入願います。 


